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長野市個別施設計画の策定方針 

 

 

Ⅰ 計画の位置付けと目的 

個別施設計画は、長野市公共施設等総合管理計画（平成 29年 3月策定。以下「総合管

理計画」という。）に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、点検

診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え

方、対策の内容や実施時期を定めるもので、インフラ長寿命化基本計画（平成 25年 11月

インフラ老朽化対策に関する関係省庁連絡会議策定）に基づく個別施設計画となります。 

本計画に基づき、戦略的な維持管理・更新等を行い、「将来世代に負担を先送りするこ

となく、より良い資産を次世代に引き継いでいく」ことで、幸せ実感都市の実現を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、学校、市営住宅など所管省庁から別に策定を求められている施設群においては、

その指示を踏まえて策定します。（Ⅲ-３ 参考を参照） 

なお、本市として計画の統一性を持たせるため、本方針との相違点等については、公共

施設マネジメント推進課と協議の上、可能な範囲で調整します。 

（行動計画） 【国】 （行動計画） 【地方公共団体】 

道
路 

河
川 

学
校 

公
営
住
宅 

・・・ 道
路 

河
川 

学
校 

公
営
住
宅 

・・・ 

（平成 29年 3月 23日） 

◇各府省庁は、自ら「個別施設計画」を策定するとともに、地方公共団体など「個別施設計

画」を策定すべき主体に対し、平成 32 年度までのできるだけ早い時期に個別施設計画を策

定するよう、所要の働きかけを行う。また地方公共団体等に対し、計画策定・推進上の留意

点・支援策を周知する。 

インフラ老朽化対
策の推進に関する
関係省庁連絡会議 

インフラ長寿命化基本計画 

（基本計画）【国】 

平成25年11月

29日決定 

平成 28年度 

中の策定を 

要請 
各省庁が策定 

（個別施設計画） （個別施設計画） 

長野市公共施設等総合管理計画 

H29.3 策定 

H32 までのできるだけ
早い時期に策定 
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Ⅱ 基本的事項 

 

 

１ 個別施設の今後の方向性・対策等の決定 

個別施設計画では、施設毎に今後の方向性・対策等を決定します。 

検討に当たっては、総合管理計画での方向性を踏まえるとともに、品質・供給・財務

の視点から公共施設の現状を客観的に分析し、優先順位の考え方を整理した上で、対象

施設すべてにおいて方向性を示す必要があります。 

なお、本計画は公共施設等適正管理推進事業債の必須要件であり、当該起債の対象施

設については、より具体的に記載する必要があります。また、施設群などの策定単位ご

との計画であり、個別施設それぞれについて複合化・集約化、転用、廃止・撤去等の必

要な対策や実施時期を施設毎に整理するものです。 

 

 

２ 記載すべき項目 

国の「インフラ長寿命化基本計画」により記載すべきとされている事項は以下①～⑥

のとおりです。 

本市の個別施設計画においては、以下の項目を基本に、「Ⅲ 策定における留意点等

／１ 個別施設計画の構成」に示す項目について記載します。 

 

  【以下、インフラ長寿命化基本計画より抜粋】 

① 対象施設 

行動計画において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の

策定に当たっては、各施設の維持管理・更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み、

個別施設のメンテナンスサイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考

えられる計画策定の単位（例えば、事業毎の分類（道路、下水道等）や、構造物毎の

分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定の上、その単位毎に計画を策定する。 

② 計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期

点検サイクル等を考慮の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更

新するものとする。 

本基本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を

図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。 

③ 対策の優先順位の考え方 

個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、

機能、利用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定の上、それら

に基づく優先順位の考え方を明確化する。 

④ 個別施設の状態等 

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、
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点検・診断を未実施の施設については、点検実施時期を明記する。 

また、「③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態

以外の事項について、必要な情報を整理する。 

⑤ 対策内容と実施時期 

「③対策の優先順位の考え方」及び「④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検・

診断や修繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集

約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を

施設毎に整理する。 

⑥ 対策費用 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。 

 

 

３ 対象施設 

すべての公共施設を対象とする。ただし、面積が小さいなど将来負担が極めて少ない

等の理由から、計算に含めないなど、他の施設と異なる取り扱いとすることは可能。 

また、道路や橋りょうなど、総合管理計画第６章のインフラ施設については、同章「4．

インフラ施設の長寿命化」に基づき、それぞれ策定するインフラ長寿命化計画に基づき

維持保全を実施するため、本策定方針の対象外とする。 

 

 

４ 策定期限（目標） 

平成 32年度までのできるだけ早い時期に、すべての対象施設における個別施設計画

を策定します。 

ただし、公共施設等適正管理推進事業債の（集約化・複合化事業、長寿命化事業、

転用事業、ユニバーサルデザイン化事業及び市町村役場機能緊急保全事業）の起債

を予定している場合は、個別施設計画の策定が必須となるため、公共施設マネジメ

ント推進課と協議の上、前倒しで策定を進める必要があります。 

 

  【策定スケジュール】 

個別施設計画の策定は、次に示す段階ごとに、随時、公共施設マネジメント推進課と

施設所管課による情報共有、調整、協議を重ね、進捗管理を行うことで、できるだけ早

い時期に策定できるよう努めます。 

なお、記載した時期は目安です。段階ごとに、公共施設マネジメント推進課から詳細

な実施手順等を連絡します。 

また、個別施設計画の構成やグラフ等の資料について、庁内で統一的な形式とするた

め、公共施設マネジメント推進課で標準例を作成します。 

策定のスケジュールはおおむね次のとおりですが、状況により早まる場合がありま

す。 
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   準備段階  対象施設の確認、システム入力（６～７月） 

 

 

 

 

     ※ 公共施設の現状の公表資料の作成は、ＳＴＥＰ１と並行して作業を進め

ます。（公共施設マネジメント推進課作成→施設所管課確認→修正） 

       作成後、速やかに公表する予定です。 

 

   ＳＴＥＰ１ 施設の現状と課題の整理（８～10月） 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   ＳＴＥＰ２ 施設の優先順位の考え方の整理（11～１月） 

 

 

 

 

 

    

   ＳＴＥＰ３ 施設の状態等の整理（２～３月） 

 

 

 

 

 

 

   ＳＴＥＰ４ 対策内容と実施時期の検討 

 

 

 

 

     

 

平
成
30
年
度 

施設状況（老朽化度、破損状況等） 

利用状況（利用者数、稼働率等） 

財政状況（運営コスト、改修・更新費用等） 

課題の洗い出し 

客観的な事実に基づ

く整理、分析 

品質（施設状況、リスク等） 

供給（利用状況、今後の需要予測等） 

財務（財政状況、今後の歳入予測等） 

その他（地域性、中山間地域の活性化等） 

様々な視点からの評

価による優先順位の

考え方の整理 

点検・診断による施設の状態 

未実施の施設は、点検実施時期 

ＳＴＥＰ２で明らかにした事項のうち、個別施設

の状態以外の事項 

その他必要な情報の

整理 

ＳＴＥＰ２、ＳＴＥＰ３を踏まえた検討 

機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤

去、耐震化等の必要な対策及び実施時期 
施設毎に整理・決定 

平
成
31
年
度
～ 

計画の対象施設、分類の確認 

未登録の施設・棟の確認 

公共施設マネジメント支援システムへの入力 

公共施設の現状を公

表(白書との比較) 

基本データ整理 

 

 

公共施設マネジメント推進課 ⇔ 施設所管課 

協議・ヒアリング（以降、適宜） 
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   ＳＴＥＰ５ 対策費用の概算の整理 

 

 

 

 

   ＳＴＥＰ６ 個別施設計画（案）の策定 

 

 

 

 

 

 

   ＳＴＥＰ７ 個別施設計画の策定 

 

 

    

 

 

 

 

 

    フォローアップ 

     ・個別施設計画での施設毎の方針等についての進捗管理 

      毎年度 公共施設マネジメント推進課 ⇔ 各課 ヒアリング等 

 

     ・個別施設計画の見直し、修正 

       ５年を目安に改訂。その他、状況に応じて見直し、改訂を行う。 

 

     ・総合管理計画、中長期保全計画の見直し 

       個別施設の進捗状況により、見直し、改訂を行う。 

 

 

 

策
定
年
度
以
降 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理 施設毎に整理 

平
成
31
年
度
～
32
年
度
ま
で
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期 

策定単位（「７ 個別施設計画の策定単位」参照）

ごとに、個別施設計画（案）を策定 

複数部局にまたがる計画（案）を一本化 

全体の調整 

部長会議 

政策説明会 

個別施設計画の策定・公表 
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５ 計画期間 

個別施設計画の対象期間は策定年度からの 10年間とし、１～５年目を「前期」、６～

10年目を「後期」とします。 

また、原則として、毎年度、進捗管理を行い、５年を目安に計画の見直し、改訂を行

います。 

ただし、社会情勢の変化、地域の人口構成やニーズ等の変化、事業の進捗状況等に応

じ、見直し時期が早まる場合があります。 

 

 

６ 個別施設計画の策定単位 

個別施設計画は施設所管課ごとに策定しますが、対象施設の範囲については、総合管

理計画の中分類を基本に、公共施設マネジメント推進課と協議の上、決定します。 

なお、同じ分類内に複数の施設所管課がある場合であっても、公表時には、本市とし

て一つの個別施設計画（○○編）にまとめる予定です。 

同一部局のみの場合については、部局内で調整し、一本化します。複数の部局にまた

がる場合は、所管施設の延床面積が多い施設所管課が主務となり、公共施設マネジメン

ト推進課と関係課で調整します。 

  ＜基本的な策定単位＞ 

大分類 中分類 策定単位 

学校教育施設 

小学校 〇 

中学校 〇 

高等学校 〇 

その他施設（学校教育） 〇 

生涯学習・文化施

設 

公民館 〇 

集会所 〇 

市民文化・コンベンション施設 〇 

図書館 〇 

博物館等 〇 

その他施設（生涯学習・文化） 〇 

観光・レジャー施

設 

温泉保養・宿泊施設 〇 

スキー場、キャンプ場 〇 

その他施設（観光・レジャー） 〇 

産業振興施設 産業振興施設 〇 

体育施設 

体育館・屋内運動場 〇 

運動場・マレットゴルフ場 〇 

大規模運動施設等 〇 

市民プール 〇 

テニスコート 〇 

その他施設（体育施設） 〇 

まとめて 
「学校」 
も可 
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保健福祉施設 

高齢者福祉施設 〇 

障害福祉施設 〇 

保健センター等 〇 

保育所 〇 

児童館・児童センター 〇 

篠ノ井こども広場、美和荘、母子休養ホー

ム 
〇 

その他施設（保健福祉） 〇 

医療施設 病院・診療所 〇 

行政施設 

本庁舎 〇 

支所 〇 

消防庁舎等 〇 

教職員・職員住宅 〇 

その他施設（行政施設） 〇 

市営住宅等 市営住宅・その他住宅・従前居住者用住宅 〇 

その他施設 
駐車場 〇 

地域情報通信施設 〇 

 

公共施設等適正管理推進事業債の起債のため、前倒しで作成する場合などは、策

定単位を細分化することも考えられます。 

  ＜中分類を分ける例＞ 

中分類 細分化 策定単位 

その他施設（学校教育） 
学校給食センター 〇 

その他施設（学校教育その他施設） 〇 

高齢者福祉施設 

憩の家、老人福祉センター 〇 

デイサービスセンター 〇 

高齢者福祉施設（その他） 〇 

その他施設（行政施設） 城山庁舎、長野市保健所 〇 

 

 

７ ワークショップの意見・地元要望等 

平成 31年度まで開催予定の市民ワークショップでは、人口減少時代の中、地域の賑

わいや、活力あるまちづくりにつながる施設の集約化、多世代交流の促進を生み出す複

合化・多機能化など、様々な意見を自由に出し合っていただき、グループごとに提案を

いただいております。（別紙 作成中） 

個別施設計画の策定に当たっては、ワークショップでの提案や意見を参考にします。 

未実施の地区については、開催後、内容をお知らせします。ただし、平成 31年度の

ワークショップで開催時期が遅い地区については、公共施設マネジメント推進課との

協議により、個別施設計画には記載せず、進捗管理において、参考とします。 
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８ エリアマネジメントによる再配置等 

個別施設計画は、策定単位による計画ではありますが、他分類の施設との複合化等に

ついても、公共施設マネジメント推進課と関係各課で連携し、可能な限り記載するもの

とします。 

公共施設等適正管理推進事業債の起債を予定している場合は、該当施設について、

より詳細な記載が求められます。 
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Ⅲ 策定における留意点等 

 

 

１ 個別施設計画の構成 

   表紙を含め、基本的には、別紙「長野市個別施設計画標準例」（以下「標準例」とい

う。）に沿って、統一的な内容とします。 

 

 

２ 記載項目ごとの留意点等 

 (1) 【表紙・目次】 

   (ｱ) 表紙 

    ・タイトル  長野市公共施設個別施設計画（＜施設群名＞編） 

    ・計画期間  【○○年度～○○年度】 

    ・その他   標準例のとおり 

   (ｲ) 目次 

     施設群の特性、各省庁からの指示により項目を適宜追加 

 

(2) 「１ 公共施設マネジメントの推進」 

    本市の公共施設マネジメントの基本的な考え方を示すことから、どの策定単位に

おいても、おおむね同様の記載となる。 

    各省庁からの指示がある場合は、適宜、追加修正する。 

 

(3) 「２ 対象施設一覧」 

    別紙「公共施設一覧」のうち、策定単位の該当する施設のみ記載します。 

項目は統一しますが、施設群の特性により、適宜、追加も検討します。 

 

(4) 「３ 計画期間」 

計画期間は、策定年度から、10年間とします。また、計画期間内での見直し、改訂

等について明記します。 

 

(5) 「４ 施設の現状と課題」 

設置目的、利用状況等、客観的な情報を整理します。 

課題については、総合管理計画第５章の「現状と課題」を踏まえるとともに、ワー

クショップ等で、施設概要調書を作成したことがある施設については、調書に記載し

た課題も含め、新たな課題も洗い出し、施設毎に整理します。 

一人あたりのコストや利用状況、類似団体との比較や施設毎の比較など、グラフを

用いて図示するとともに、分析コメントを付すなど、公共施設等に関する情報の「見

える化」を行うことが重要です。 

なお、老朽化や利用状況、コストなどのグラフなどは、公共施設マネジメント支援
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システムのデータを利用し、書式等はできる限り統一します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【老朽化の状況】 

   老朽化の割合や、点検等に基づく老朽化の状況を整理します。 

 

 

 

 

【利用状況】 

  できるだけ長いスパンでの推移を示します。 

 複数の施設がある場合は、可能な限り施設毎の比較も行います。 

  例） 小学校 ／ 児童数 

     市営住宅 ／ 入居戸数、入居率 

     支所 ／ 戸籍等交付件数 

     集会施設 ／ 利用者数、稼働率 

 

 

 

 【コスト】 

   施設毎や、利用者一人あたりのコストなどを整理します。 

    ・人件費 

    ・維持管理経費 

    ・今後の改修、更新費用 など 

 

 【施設の規模、配置基準等】 

   これまでの施設整備に当たり、施設規模や配置の基準等について明記します。 

 

(6) 「５ 対策の優先順位の考え方」 

個別施設の方向性や対策を決めるに当たり、総合管理計画第５章、６章の施設分類

ごとの方向性を踏まえるとともに、施設毎の利用度や老朽化度、必要性、地域での役

割等を総合的に判断し、対策の優先順位を決めることなどについて記載します。 

【経済・財政再生アクション・プログラム 2016より抜粋】 

固定資産台帳の整備に合わせて、有形固定資産減価償却率や一人当たりの維持管理に要

する経費等について、経年比較や類似団体比較を実施した上で、グラフを用いて図示する

とともに、各団体の分析コメントを付して公表するなど、引き続き公共施設等に関する情

報の「見える化」を徹底する。また、各団体の総合管理計画の主たる記載項目の公表につ

いて、新たに計画を策定する全ての団体分が横比較できるよう引き続き取り組むとともに、

策定済み団体分についても計画の改訂の状況を反映するなど更なる「見える化」の充実を

図る。 

公共施設マネジメント推進課が今後３年に分けて実施する予定です。（すべての

施設が対象ではありません。） 

利用者数等の調査を行っていない場合は、今後、調査を行う必要があります。 
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ア「（１）劣化度及び利用度による評価」 

定量的な評価に当たっては、以下の項目等について分析、評価します。 

 ・経過年数（残年数）、点検による評価 

   ※基本的に統一した基準 

 ・利用者数     ・減少率    ・稼働率 

   ※指標や相対評価は分類により異なる 

 

イ「（２）施設の重要性等」 

「行政サービスの利用者の負担に関する基準」に対し、現状がどうであるかを示

します。 

施設の社会的役割や、今後の見通し等について整理します。 

同じ役割を担っている場合でも、地域にとっての重要性に差があることも考え

られることから、各地区の事情等について整理します。 

    ・人口減少や社会構造の変化による今後のニーズ 

・地理的要件（公共交通機関、利便性） 

・中山間地等の地域性  など 

 

ウ「（３）ワークショップの意見・地元要望等」 

市民ワークショップは、施設の方向性等を決定する場でもなく、提案や意見もグ

ループごとに様々です。 

それらの意見や提案については、公共施設マネジメント推進課でまとめたもの

を別途作成しますので、それらを参考にして、市としての方向性を決めていくこと

になります。 

なお、ワークショップ未開催の地区については、開催後、意見や提案をまとめ、

施設所管課に送付します。 

 

 

(7) 「６ 個別施設の状態等」 

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理します。な

お、点検・診断を未実施の施設については、点検実施時期を明記します。なお、12

条点検については、公共施設マネジメント推進課が今後３年に分けて実施する予

定です。（すべての施設が対象ではありません。） 

また、「５ 対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の

状態以外の事項について、必要な情報を整理します。 

 

(8) 「７ 個別施設の対策と実施時期」 

総合管理計画の「対策の優先順位の考え方」やこの段階までに整理した内容を踏ま

え、今後の方針として、複合化・集約化、転用、廃止・撤去等の必要な対策や実施時

期を施設毎に整理します。 

    検討に当たり、フローチャートの作成を予定しています。（巻末にイメージ） 
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(9) 「８ 対策費用」 

更新の機会をとらえた複合化・集約などの概算費用を算出するに当たり、可能な範

囲で適正規模や適正配置の考え方を示します。 

複合化等、具体的内容が決まらず、ないものについては、毎年の維持管理コストの

みを計上することも考えられます。 

既存施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の（自然体の）経費見込みと、複合

化などの対策を実施した場合とを比較し、対策による効果額を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参考＜個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等＞ 

〇総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou/kobetu-keikaku_manual-

guideline/index.html 

総務省トップ >政策 >地方行財政 >地方財政の分析 >公共施設等の更新費用の比較

分析 >個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等（平成 29年 5月 31日

時点） 

 

インフラ 

◆国土交通省所管施設（ダム、砂防、下水道等） 

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）：個別施設計画策定マニュアル 

◆厚生労働省所管施設（水道） 

水道事業ビジョン（地域水道ビジョン）について 

◆農林水産省所管施設（農業水利施設、林道・治山施設、水産基盤施設等） 

農林水産省所管施設（農業水利施設、林道・治山施設、水産基盤施設等） 

◆経済産業省所管施設（工業用水道） 

工業用水 

 

教育関係施設 

◆学校施設 

「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」の公表について 

◆スポーツ施設 

スポーツ施設のストック適正化ガイドライン 

◆社会教育施設等 

上記の学校施設及びスポーツ施設に係る手引きを参照 

 

出典：H30.4 総務省資料「公共施設等総合管理計画の更なる推進に向けて」 

http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou/kobetu-keikaku_manual-guideline/index.html
http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou/kobetu-keikaku_manual-guideline/index.html
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行政系施設 

◆庁舎等 

保全マネジメントシステム（BIMMS）導入・活用事例集（営繕積算システム等開

発利用協議会保全情報システム委員会） 

◆消防施設 

消防組合における個別施設計画の策定にあたっての留意事項  

 

公営住宅 

◆国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）：個別施設計画策定マニュアル  

 

その他 

◆ごみ焼却施設 

廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編） 

◆し尿処理施設・汚泥再生処理センター 

廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理セ

ンター編） 

◆自然公園等施設 

自然公園等施設長寿命化計画策定指針（環境省 Webサイト） 
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フローチャート （他の地方公共団体の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


